
※国内で発行されたすべての出版物を国立国会図書館に納めることは、
　国立国会図書館法（昭和23年法律第5号）で定められています。

令和7年3月発行

＊令和5年度における資料収集の手
段別割合（小数点以下四捨五入）。

＊「納入」には、発行者からの寄贈を
含む。

令和5年度の1年間で図書約20万点、雑誌・
新聞約43万点、非図書資料約7万点を受け
入れました。
そのうち、納本制度に基づく「納入」は7割強を占め
ています。納本制度は、国立国会図書館の蔵書構築
の基盤となっています。

国際交換等 3%購入 13%

寄贈 12%

納入 72%

国によって制度は異なりますが、世界の多くの国々で同様の制度が設けられています。民間
の出版物について、日本では納入部数が1部で代償金を交付していますが、無償で複数部数
の納入を義務付けている国も多く見られます。



出版物の納入ルート：
国立国会図書館に納められるまで 収集した出版物の利用と保存収集した出版物の利用と保存出版物の納入ルート：
国立国会図書館に納められるまで
民間の出版社

図書 CD-ROM等の
電子出版物

雑誌・新聞

音楽CD、DVD、楽譜、地図、点字資料、
マイクロ資料などの非図書資料

一括代行機関（取次）経由
（一社）日本出版取次協会
（株）地方・小出版流通センター
（一社）教科書協会 直接納入

（郵送・来館）
直接納入
（郵送・来館）

国の諸機関等
年鑑・要覧、
予算・決算書、
各種報告書、
小冊子など

行政・司法各部門の
支部図書館経由

地方公共団体等

国立国会図書館

年鑑・要覧、議会資料、
各種報告書、小冊子など

私立大学、企業・団体
自費出版の発行者等

学会誌、紀要、各種
報告書、社史など

納本された出版物の登録と整理納本された出版物の登録と整理

毎週約1万点の資料
が納入されます 図書館資料として

受け入れ、登録します

雑誌の一部 継続して受け入れて
いる雑誌・新聞

書誌データを作成します

雑誌記事索引
を作成します 国立国会図書館サーチ等で書誌データや雑誌記事索引が検索

できるようになります学術雑誌を中心に一般誌
も含め、約 2万 6,000 誌
（約 1 万誌が現在採録中
の雑誌）の記事を検索で
きる日本最大級の雑誌記
事のデータベースです。

全国書誌データ（日本国内で
出版された図書、雑誌等の記
録）を作成します。

新刊の図書、
雑誌・新聞、
音楽CD・DVD、
地図等

収集した資料は最適な環境に保たれた書庫で永く保存されます
　納本制度に基づく収集以外に、「寄贈」「購入」「国際交換」などによって蔵書の充実を図っています。
　蔵書数（令和6年3月末現在）と、各施設におけるおもな所蔵資料は次のとおりです。

図書1,230万点、雑誌・新聞2,078万点、非図書資料1,445万点

・納本された国内の図書、雑誌、新聞、
 電子出版物など
・外国の図書、新聞
・外国の雑誌の一部
　年刊誌、一部のモノグラフシリーズ
・専門資料

東 京 本 館
・国内の図書、雑誌の一部
　複数納本された場合の2部目を含む。
　雑誌は雑誌記事索引採録誌が中心。
・外国の雑誌
・アジア諸言語の図書、雑誌、新聞
・科学技術関係資料
・文部科学省科研費報告書
・国内博士論文

関　西　館
・児童書、児童雑誌
・教科書、学習参考書
・児童書関連資料

国際子ども図書館

来館利用サービス
◯閲覧・複写ができます。

館外への持ち出しはできません。
複写サービスは著作権法の範囲内で提
供しています。

国会に対する
サービス

国政審議に必要な資料・
情報を提供するために用
います。

国際 交換

遠隔利用サービス

行政・司法に
対するサービス

行政・司法各部門の支部
図書館を通じて、政策立
案や裁判のための参考資
料として利用されます。

○お近くの図書館（※）で、一部の資料の取寄
せ、複写の申込み、絶版等で入手が難しい
デジタル化資料の利用ができます。
　※当館の承認を受けた図書館に限ります。

○登録利用者は、インターネットで国立国会図
書館サーチから複写の申込みができます。

○国内在住の登録利用者は、ご自身の端末
から絶版等で入手が難しいデジタル化資料
の利用ができます。

日本と外国との間で、官庁出版物を交換
しています。そのため、国の諸機関、地方
公共団体等は、複数部の納本が義務
付けられています。世界各国の国立図書
館、国際機関で、日本を理解してもらうた
めの資料として役立てられています。


